
大子町結婚応援プロモーション事業補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，少子化の要因の一つである未婚化及び晩婚化に対する取組として，独

身者の結婚に対する意識の醸成を図るとともに，結婚応援の機運を高めることを目的とし

たプロモーション等を行う事業（以下「事業」という。）を実施する者又は団体に対しこ

れに要する経費について，予算の範囲内において大子町結婚応援プロモーション活動事業

補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関し，大子町補助金等交付規則（平

成２２年大子町規則第１６号）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「プロモーション等」とは，次の方法により，若者の結婚意識の

啓発及び地域の振興を図り，大子町での結婚を応援する機運づくりのための活動を対象に

したものをいう。

(1) 大子町での結婚に関する魅力発信事業

(2) 結婚に関する知識の習得及び意識の啓発に資する事業

(3) 「まちづくり」を盛り上げるための結婚関連事業

（補助対象者）

第３条 補助金の交付を受けることができる者又は団体（以下「補助対象者」という。）

は，町内の個人事業主若しくは法人又は５人以上で構成され，町内に事務所，代表者の住

所等の拠点があり，主として町内で活動を行う団体とする。

２ 前項の規定にかかわらず，次に掲げる者及び団体は，補助対象者としない。

(1) 営利を目的として結婚相手紹介サービス業を営む者又は団体

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に

規定する暴力団若しくは暴力団員又はその統制下にある者若しくは団体

(3) 政治活動，宗教活動又は選挙運動を行うことを主たる目的とする者又は団体

(4) 公序良俗に反する行為を行う者又は団体

（補助対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は，次の各号の

いずれにも該当する結婚の推進を目的としたプロモーション等に関する活動とする。

(1) 町内で開催し地域の振興に資すること。

(2) 参加者の総数が１０人以上であること。

(3) 参加者から参加料を徴収する場合は，事業の趣旨を踏まえ，適正な水準の参加料を設

定していること。

(4) 当該活動に係る写真，映像その他記録資料を町に提供すること。

２ 前項の規定にかかわらず，当該事業が，次の各号のいずれかに該当する場合は，補助対

象としない。



(1) 宗教の教義を広め，儀式行事を行い，又は信者を教化育成することを目的とする場合

(2) 政治上の主義を推進し，支持し，又はこれに反対することを目的とする場合

(3) 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号)第３条に規定する公職をい

う。以下同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。），公職にある者又

は政党を推薦し，支持し，又はこれらに反対することを目的とする場合

(4) 特定の商品の販売若しくは販売のあっせんを行う等の営利を主たる目的とする場合

(5) 公序良俗に反する，又は社会通念上適当でないと認められる場合

(6) 前各号に掲げるもののほか，町長が不適当であると認める場合

（補助対象経費）

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，前条第１項

の補助対象事業に要する経費とする。ただし，次に掲げる経費については，補助対象経費

としない。

(1) 補助対象者の構成員（以下「構成員」という。）に対する人件費及び謝礼金

(2) 記念品，手土産代等

(3) 視察費，宿泊費並びに参加者及び構成員の交通費

(4) 参加者及び構成員の飲食代

(5) 事業自体の再委託料及び事務所の管理委託費

(6) １万円以上の物品

(7) 前各号に掲げるもののほか，町長が不適当であると認める経費

（補助金の額等）

第６条 補助金の額は，補助対象経費の総額から参加費及びその他の収入額の総額を控除し

て得た額とし，１事業につき１０万円を限度とする。

２ 補助金の交付は，各年度1回を上限とする。

（後援名義の使用）

第７条 補助対象者は，補助対象事業について，町の後援名義を使用することができる。

（添付書類等）

第８条 次の各号に掲げる規則で定める申請書等を町長に提出するときは，当該各号に定め

る書類等を添付しなければならない。

(1) 補助金等交付申請書 事業計画書（様式第１号），事業収支予算書（様式第２号）そ

の他町長が必要と認める書類

(2) 補助事業等実績報告書 事業報告書（様式第３号），事業収支決算書（様式第４

号），領収書の写しその他町長が必要と認める書類

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施行に関し必要な事項は，町長が別に

定める。



附 則

（施行期日）

１ この告示は，公布の日から施行する。

（大子町結婚活動支援事業補助金交付要綱の廃止）

２ 大子町結婚活動支援事業補助金交付要綱（平成２６年大子町告示第１４号）は，廃止す

る。



様式第１号（第８条関係）

事業計画書

団体の連絡窓口となる連絡先

備考 補助金要望額の欄の２年目，３年目については，複数年実施する計画がある場合に

記入してください。

団体等
名 称 設立年 年

所在地 〒

代表者

氏 名 会員数 人

住 所 〒

電話番号

団体等の活動内容

実 施 事 業 名

実 施 予 定 期 間 年 月 日

実 施 場 所

補 助 金 要 望 額 円

事業目的及び事業内容

事 業 の 計 画

年月日 内容（具体的な事業プラン）

氏 名

住 所 〒

電 話 番 号



様式第２号（第８条関係）

事業収支予算書

収 入 （単位：円）

支 出 （単位：円）

備考 補助金額についてのみ記入してください。他に収入がある場合は，別途，団体等の

全体の予算書を提出してください。

項 目 金 額 内 訳

結婚プロモーション事業

補助金

合 計

項 目 金 額 内 訳

合 計



様式第３号（第８条関係）

事業報告書

備考 事業実施内容のわかる写真，チラシ等を添付してください。

１ 団体等名称

２ 実施事業名

３ 事業内容

４ 事業の効果



様式第４号（第８条関係）

事業収支決算書

収 入 （単位：円）

支 出 （単位：円）

備考 領収書の写しを添付してください。

項 目 金 額 内 訳

結婚プロモーション事業

補助金

合 計

項 目 金 額 内 訳

合 計


